
　松本市の南に

位置する平田、芳

川村井、芳川小屋

地区をそのエリア

とする南東部会。塩

尻から松本へとつながる

国道19号線沿いには様々な業種の店舗や企

業が立ち並び賑わいを見せています。また

ＪＲ篠ノ井線も南北に走り、エリア内には

村井駅・平田駅もあり、大勢の人々の交通

を支えています。これらの地域は長年にわ

たり開発が進み、時代とともにその姿を変

貌させています。

（上兼健司編集委員）
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が適用できる中小企業経営強化税制について、働き方改革
に資する設備も適用対象とした上で、適用期限が２年間延
長されます。

　

（4）中小企業における災害に対する事前対策のための設
備投資に係る税制上の措置

　中小企業の事業活動に災害が与える影響を踏まえ、事前
対策の取組を推進する観点から、中小企業等経営強化法の
改正を前提とする事業継続力強化計画（仮称）の認定を受
けた一定の中小企業者が防災・減災設備を取得等をした場
合に、20％の特別償却ができる措置が講じられます。

　災害に対する事前対策の対象設備

　

　
２　イノベーション促進のための研究開発税制
　　の見直し

　質の高い研究を後押しするとともに、研究開発投資を増
加させた場合のインセンティブを強化する観点から、以下
のように研究開発税制が見直されます。
（1）特別試験研究費に係る税額控除制度（オープンイノ
ベーション型）

　オープンイノベーション型について、対象範囲に民間企
業（研究開発型ベンチャーを含む）への－定の委託研究が
追加されるとともに、控除税額の上限が法人税額の10％（現
行：５％）に引き上げられます。
　
（2）試験研究費の総額に係る税額控除制度（総額型）
　総額型について、税額控除率が見直された上、研究開発
を行う一定のベンチャー企業の控除税額の上限が法人税額
の40％（現行：25％）に引き上げられます。
　
（3）中小企業技術基盤強化税制
　中小企業技術基盤強化税制について、税額控除率が見直
された上、試験研究費が高い水準の中小企業者等には、そ
の控除率を割り増す措置が講じられ、適用期限が２年間延
長されます。
　
（4）試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度
（高水準型）

　高水準型については、総額型において、試験研究費が高
い水準の企業に対する控除率の割増し措置が講じられたこ
とに伴い、廃止されます。

１　中小企業の支援

（1）中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長
　中小企業者等の法人税率（年800万円以下の所得金額）に
ついて、19％を15％に軽減する特例の適用期限が２年間延
長されます。
　
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の概要

　
　
（2）中小企業投資促進税制の延長
　中小企業者等が機械装置等の対象設備を取得等した場合
に適用できる中小企業投資促進税制が、２年間延長されま
す。
 
　中小企業投資促進税制の概要

（注）中古品、貸付の用に供する設備は対象外です。
　
　

（3）中小企業経営強化税制の延長
　中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた
一定の中小企業者等が、特定経営力向上設備等を取得し、
指定事業の用に供した場合に、即時償却又は税額控除（10％）
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１　空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の拡充

　空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続から３
年を経過する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に
供していた家屋を相続した相続人が、その家屋（一定の耐
震基準を満たしたもの）や敷地などを譲渡した場合、譲渡
所得から最大3,000万円を控除することができる制度です。
　これまでは、老人ホーム等への入所で被相続人の家屋が
空き家になった場合、同特例を適用できませんでしたが、
改正案では、次の一定の要件を満たせば、相続開始直前に
おいて被相続人の居住の用に供されていたものとして適用
対象とした上で、その適用期限が平成35(2023)年12月31日
まで４年間延長されます。
①被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、
かつ、相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた
こと

②被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始直
前まで、被相続人による一定の使用がなされ、かつ、
事業の用、貸付けの用、被相続人以外が居住の用に供
していないこと

２　ふるさと納税制度の見直し

　ふるさと納税制度は、自分の選んだ自治体に寄附（ふる
さと納税）を行った場合、寄附額のうち2,000円を超える部
分について、所得税と住民税から原則として全額が控除さ
れる制度です（一定の上限あり）。
　改正案では、ふるさとの取組を応援するという制度の趣
旨に沿わない、過熱する返礼品競争を抑制する観点から、
次の要件に適合する自治体をふるさと納税制度の対象とし
て総務大臣が指定するように見直されます。
　①寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
　②返礼品は、返礼割合が３割以下で地場産品

１　個人事業者の事業承継税制の創設

　個人事業者の円滑な事業承継を促す観点から、個人事業
者の事業承継税制が10年間の時限措置として創設されます。
　事業用の宅地、建物、その他一定の減価償却資産につい
て、適用対象部分の課税価格の100％に対応する相続税額・
贈与税額の納税が猶予されます。
　なお、既存の特定事業用の小規模宅地等の特例との選択
適用となります。

　個人事業者の事業承継税制の概要

　

２　特定事業用の小規模宅地等の特例の見直し

　特定事業用の小規模宅地等の特例は、被相続人等の事業
の用に供されていた宅地（400㎡まで）について、相続税の
課税価格を80％減額する特例です。
　改正案では、いきすぎた節税を目的とした利用を防止す
るため、本特例について、相続開始前３年以内に事業の用
に供された宅地等（当該宅地等の上で事業の用に供されて
いる減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の価額の
15％以上である場合を除く）については、その対象から除
外されます。

３　非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税
　猶予の見直し

　非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度につ
いて、以下の措置が講じられます。
①贈与税の納税猶予における受贈者の年齢要件が18歳以
上（現行：20歳以上＊）に引き下げられます。
②一定のやむを得ない事情により認定承継会社等が資産
保有型会社・資産運用型会社に該当した場合において
も、その該当した日から６カ月以内にその状態が解消
されたときは、納税猶予の取消事由に該当しないもの
とされます。
③非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税
猶予の適用を受ける場合には、贈与税の納税猶予の免
除届出の添付資料が不要となる等の手続の簡素化が図
られます。

＊「民法の一部を改正する法律」が平成30年６月に公布さ
れ、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴
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等に係る再建住宅の場合は、借入金年末残高の上限や
建物購入価格の上限は、5,000万円となります。

　
　住宅借入金等特別控除の概要
　【現行】（１～10年目）

　
　【改正案】（11～13年目）※１～10年目は現行制度が適用されます。

　（注）①、②のいずれか少ない金額の税額控除が適用でき
ます。

　

　

２　地方法人課税における新たな偏在是正措置

　地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化を踏ま
え、特別法人事業税（仮称）、特別法人事業譲与税（仮称）
が創設されます。
①特別法人事業税（仮称）
消費税率10％段階において、法人事業税（所得割・収入
割）の一部（法人事業税の約30％）が分離され、特別法
人事業税（仮称）（国税）とされます。

②特別法人事業譲与税（仮称）
特別法人事業税（仮称）の税収（全額）が都道府県に譲
与されます。人口を譲与基準として、不交付団体に対し
て譲与制限の仕組みが設けられます。
　

い、税制上の年齢要件についても見直されます。

１　消費税率の引き上げに伴う対応

　平成31(2019)年10月の消費税率10％への引き上げに際し、
経済に影響を及ぼすことがないよう、自動車と住宅に関す
る税制上の支援措置が講じられます。
（1）自動車に係る措置
　消費税率引き上げ後に購入した新車から、小型乗用車を
中心に、自家用乗用車（登録車）に係る自動車税の税率が
恒久的に引き下げられます。
　また、消費税率が引き上げられる10月１日から自動車取
得税が廃止され、新たに環境性能割が導入されますが、自
動車の取得時の負担感を緩和するため、平成31(2019)年10
月１日から平32(2020)年９月30日までの間に自家用乗用車
（登録車および軽自動車）を取得した場合、環境性能割の
税率が１％分軽減されます。
　
　自動車税の税率引き下げ

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　
（2）住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の
特例の創設

　住宅借入金等特別控除は、個人が住宅借入金等を利用し
てマイホームの新築、取得又は増改築等を行い、一定の要
件を満たした場合、その取得等に係る住宅借入金等の年末
残高（一般住宅の場合は4,000万円が限度）の１％を10年間、
税額控除が適用できる制度です。
　改正案では、個人が消費税率10％が適用される住宅を取
得し、平成31(2019)年10月１日から平成32(2020)年12月31日
までの間に居住した場合、住宅借入金等特別控除の控除期
間が現行の10年間から13年間に３年間延長されます。
　なお、11年目以降の３年間については、消費税率２％引
き上げ分の範囲で控除額の上限が設けられ、①住宅借入金
等の年末残高（4,000万円（注）を限度）の１％、②建物購
入価格（税抜4,000万円（注）を限度）の３分の２％、のい
ずれか少ない金額の税額控除が適用できます。
（注）長期優良住宅、低炭素住宅、東日本大震災の被災者
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　今回ご紹介しますのは、

山形村にございます富士

コーポレーション㈱代表

取締役社長の藤野健二さ

んです。富士コーポレー

ションさんは、昭和18年に創業、昭和37年４月に法人

化し、建築副資材・塗料・接着剤・補修剤・農業資材・

ＤＩＹ用材・家庭雑貨・建築雑貨・ＯＡ機器・事務機

器等の卸販売をされています。　

　３代目社長の藤野さんは７年前にお父様から代を引

き継ぎました。営業・経理・仕入など幅広くこなして

おり、長野県全域はもとより、北信越、東海地方、関

東、南東北まで広いエリアのお客様のニーズに応える

ため日々奮闘されています。ご自身の信念とする『楽

しく仕事をし、ワクワクする為にはどうすればいいの

かを考え、行動すること』をモットーに社員の皆さん

と共に厳しい今を生き抜いていきたいと力強く話して

頂き私も頑張らねばとパワ

ーを頂きました。最後に藤

野さんの座右の銘をお聞き

したところ、『不思議なこ

とは何もない』とのこと。

知らないから不思議なので

あり常に勉強・探求心を持

っていれば不思議なものも

なくなるという意味だそう

です。バイタリティ溢れる

藤野さんの益々のご活躍を

期待します。

　　（深澤和紀編集委員）

『楽しく、ワクワクするために』

　　富士コーポレーション㈱

　　　　東筑摩郡山形村

 　　　　　　　　　　　　　�������

　松本市内田の見晴らしの
良い高台にあります『蔵

studio三谷』で三谷明日菜さんにお話を伺いました。
こちらのスタジオは、三谷さんのお母様（歌手・ボ
イストレーナー）の三谷乃子さんが2010年に自宅の
蔵を改装してOPENし、子供から大人まで幅広い世
代の方々を対象に目的に沿った音楽レッスンやイ
ベントを行っています。
　歌手であるお母様の姿を一番近くで見て育ち、い
つも音楽が身近にある環境に育った明日菜さんは
「音楽には人を幸せにする力があるんです♪」と素敵
な笑顔でお話しして下さいました。各地で開催され
るお母様のコンサートやイベントに幼いころから帯
同し、音響設備や楽器の準備、会場受付や写真撮影
等の仕事を担当してきたこともあり、裏方として歌
手や演奏者が音楽に集中して、一番輝けるようなサ
ポートをすることにやりがいを感じているそうです。
　海外生活やホームステイの経験を通じて、日常会
話なら英語とスペイン語も大丈夫という国際派の
明日菜さんですが、日本の文化も大好きで落語がお
気に入りだそうです（おススメは柳家喬太郎師
匠！）。これから益々のご活躍を祈念いたします。

　（上兼健司編集委員）

��������	��
����������

蔵studio三谷
松本市内田
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ガソリン税と軽油税における
消費税の取扱いの相違点　　

〔会社の税務 よろず相談室○133 〕消費税その21

�　ガソリンスタンド（販売店等）で発行された

領収書等について、「ガソリン税」「軽油税」が

ある場合の消費税の取扱いについて教えてくだ

さい。

�　ガソリンや軽油には、それぞれガソリン税（正

式には、「揮発油税および地方揮発油税」とい

う）、軽油税（正式には「軽油引取税」という）

が課税されますが、これらの税は消費税の取扱

いが異なります。

　　基本的には、「ガソリン税」には消費税が課税

されますが、「軽油税」には課税されません。

�基本的な考え方

　ガソリン税は国税で、納税義務者は製造業者等

となります。ガソリン税は販売価格の一部を構成

するので、消費税が課税されます。酒税やたばこ

税等の考え方と同じです。

　一方、軽油税は地方税で、納税義務者は消費者

となります。そのため、軽油税は販売価格の一部

を構成しないので、原則として消費税が課税され

ません。入湯税やゴルフ場利用税等の考え方と同

じです。

　ただし、軽油税額に相当する金額を明確に区分

していない場合や販売店等が特定徴収義務者であ

る特約店等（その委託を受けて行う場合を含む）

に該当しない場合は課税対象となります。

　簡単な税の仕組みは以下の通りです。

ア．ガソリンの場合

「ガソリン本体価格（ガソリン税を含みます。）」

×「消費税率」

イ．軽油の場合

　（「軽油本体価格」×「消費税率」）＋軽油税

�それぞれの仕訳について

ア．ガソリンを給油した場合

車両費※１／現金　5,000（税込） ガソリン本体価格＋消費税

　・全体を課税取引として仕訳する。

イ．軽油を給油した場合（軽油税を1,000円とした

場合）

車両費／現金　4,000（税込） 軽油本体価格＋消費税

車両費※２／1,000（不課税） 軽油税部分

・軽油本体価格と軽油税の区分は領収書等を確

認し仕訳する。

※１；「車両費」以外には「旅費交通費」などの勘

定も考えられます。

　　　会社ごとに設定されているガソリン・軽油

の勘定科目に従います。

※２；「租税公課」でも可。ただし「租税公課」に

すると会社として軽油に係った金額を正しく

計算できない恐れがありますので、軽油本体

価格と同じ勘定科目を使用したほうがよいと

考えます。

（税制委員会：忠地祐一、川窪光弘、赤羽博樹

グループ稿）

（監修：関東信越税理士会　松本支部）
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　表紙でもご案内した通り、南東部会は松本市の
平田、芳川村井、芳川小屋地区をエリアとしてい
ます。この地区の特徴としては長年にわたり開発
が進み、とりわけ地域の主要道路である国道19号
線沿いには様々な業種・形態の新店舗が次々にオ
ープンするとともに、宅地開発、造成も進み市内
有数の人口を有する地区となっている点です。住
民の交通を支えているのが国道とともにJR篠ノ
井線であり、地域内には村井駅と平田駅がござい
ます。2007年の平田駅開業に伴い、周辺に商業施
設が開発され新たな人の流れが生まれました。そ
して2018年には村井駅前に私立高校が移転開学し
大勢の高校生や関係者が訪れるようになりました。
その他にも村井地区では新しい宅地開発も進んで
おり更なる発展が予想されます。
　歴史的にこの地域を見てみると、戦国時代がお
好きな方に興味を持っていただけそうなものに、
村井（小屋）地区にあった村井城（小屋城）が挙
げられます。古くはかの木曽義仲の家臣が居住し
たと伝えられ、その後戦国時代にかけてこの地を

南東部会
該当エリア�������	
���	
���
会員数�����
部会長�������	��
���
部会長より�������	
��������
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― 第44回通常総会 ―

日　時　４月25日（木）午後５：30～９：30
　　〔通常総会〕　５：30～６：30
　　　※2018年度事業報告、および決算報告
　　　※2019年度事業計画案、および予算案 
　　　※役員改選案 等
　
　　〔租税教育活動関連報告〕　６：40～７：30
　
　　〔祝賀会〕　７：40～９：30
　
会　場　アルピコプラザホテル
　
�������	
����������

支配した村井氏が居を構えていたそうです。村井
氏は信濃守護小笠原氏に仕え長らくこの地を治め
ていたのですが、戦国時代のスーパースター、お
隣甲斐（山梨県）の武田信玄の信濃侵攻に小笠原
氏と共に抗う中で、塩尻峠の戦いに敗れ没落して
しまいました。村井城は武田氏の手に落ち小笠原
氏攻略の拠点とされ、次第にその役割・機能を深
志城（現在の松本城）に移されていったという歴
史が伝わっています。開発と共に様変わりする街
並みの中にも、振り返れば様々な歴史があること
を感じることができました。

（上兼健司編集委員）

― 第40回通常総会･創立40周年記念式典 ―

日　時　４月17日（水）午後４：00～８：30
　　〔通 常 総 会〕　４：00～４：30
　　　※2018年度事業報告、および決算報告
　　　※2019年度事業計画案、および予算案
　　　※役員改選案
　　〔記 念 式 典〕　４：50～５：20
　　〔バレエ鑑賞〕　５：30～６：30
　　　　※本間友美バレエスクール
　　〔祝　賀　会〕　６：40～８:30
 
会　場　アルピコプラザホテル
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　【PEP TALK（ペップ トーク）】をご存知ですか。
ペップトークはもともとアメリカでスポーツの試
合前に監督やコーチが選手を励ますために行って
いる短い激励のスピーチです。【ペップ】は英語で、
元気・活気・活力という意味があります。このペ
ップトークを上手く使えれば管理職の方が部下の
方を指導する際に、用いる言葉一つで相手に元気
や勇気といったポジティブな影響を与えることも
可能です。ポイントとなるのは「相手とイメージ
を共有する言葉を選び、可能な限り肯定的な表現
をすること」です。具体的な考え方を二つご紹介
いたします。一つ目は【捉え方の変換】です。事
実の捉え方を変え、別の表現に言い換えるという
ものです。例えば「難しい」という表現を「やり
がいがある」と言い換えてみてください。二つ目
は【してほしい変換】です。相手にして欲しいこ
とをそのまま伝えます。「失敗するな」ではなく
「思い切りやってこい」と伝えます。こうした時
に用いる言葉は【ポジティブな言葉】であり、ポ
イントは【短く】【簡単で】【共有できる】という
ことです。ただし、このペップトークが大きな効
果を上げるためには、前提として両者のベースに
信頼関係・健全な人間関係が成立していることが
非常に大切なことになります。
　管理職・上司の方は部下を成長させる役目を担
っています。しかしながら現在、若手社員にはま
じめな方が多いのですが、職場の先輩や上司との
会話や相談を苦手としている方も多くなっていま
す。そこで管理職や上司が工夫しながら聞き役に
回れると若手社員が成長するきっかけにつながり
ます。若者の力を伸ばすということは気の長い仕
事です。ただ、その時に経験した忍耐・辛抱がご
自身の成長にもなり、その後ろ姿を部下の方たち
も目にすることで信頼関係が強化され、より良い
組織として発展していくと信じています。
　近年はメンタルヘルスの重要性がさかんに叫ば
れ、各企業において管理職の方には対応が求めら

れています。しかしながら日本ではメンタルヘル
スという概念がこれまであまりなく、対策や対応
も知られていませんでした。過度の仕事のストレ
スや疲労により、精神的、肉体的にダメージを負
う方が増えています。そうなれば一時的あるいは
長期間職場から離れざるを得ません。言うまでも
なく優秀な社員が突然戦力外となることは組織に
とって大打撃になります。医学面で研究が進み様
々な症状に対する治療法が確立されていくことも
期待されますが、各企業でもメンタルヘルスへの
対応が求められています。
　すでに一部の企業にはストレスチェックの実施
が義務化されております。また、近年問題となっ
ております長時間労働についても、年次有給休暇
の取得義務付け等の対策が求められ始めました。
この機会にこうした施策と一緒に、メンタルヘル
ス勉強会や啓蒙活動等を通じて社員の意識改革を
併せて実施して、健康なより良い組織を目指して
いただきたいと思います。
　経済のグローバル化や情報化社会の発展に伴い、
各企業には自社の利益を追求するだけではなく、
消費者や投資家はもちろん、社会全体を視野に入
れた経営が求められています。経済に加えて環
境・社会など幅広い分野でニーズを捉え、いち早
く対応することが企業の競争力強化、持続的発展
につながり、その結果、経済全体の活性化やより
良い社会づくりが実現されます。様々なことに気
を遣う難しい時代ではございますが、経営者や管
理職の方々だけではなく、教育により戦力となっ
た全ての従業員の方々が一丸となり、それぞれの
企業が持続的な発展を遂げられますよう祈念いた
しまして今回のレポートとさせていただきます。
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お問合せは事務局（�35-8080）まで！

　未利用木材などを燃料に使う木質バイオマス発電は、

太陽光や風力など他の再生可能エネルギーにはない

“地に足の着いた”地域づくりが期待できる。『バイオ

マス産業 杜  市 』を標榜する岡山県真庭市では、豊富な
と し

森林資源を生かした木質バイオマス発電が「呼び水」

になり、林業活性化や森林保全、雇用創出、観光客の

増加など地域経済の好循環を生んでいる。現地を視察

し、エネルギー供給と地方再生の未来を先取りしてい

るようにみえた。

　市内の木材集積基地には、製材所から出る端材や間

伐材を積んだトラックが次々乗り入れてくる。なかに

は軽トラックで剪定した自宅の庭木を持ち込んでくる

住民もいて、事業は地域に根付いている印象を受けた。

入口には車両ごと木材の重量を測定するトラックスケ

ールがあり、買い取り額は伝票に記載し、月末などに

一括精算する仕組み。集められた木材はチップなどに

加工後、隣接する発電所に供給される。燃料の種分け

や不正伐採防止のため、伐採から加工までの履歴はＱ

Ｒコードが付いた情報カードで管理している。

　事始めは1993年に地元の若手経営者らが立ち上げた

勉強会「21世紀の真庭塾（真庭の未来を考える会）」に

ある。地場産業である製材業や林業の将来像を議論す

る延長線上で、木質バイオマス発電が具体化へ動き出

す。真庭市や地元企業など官民９団体は、2013年２月

に「真庭バイオマス発電株式会社」を設立し15年４月

から発電を始めた。発電能力は1万㌔㍗で、市内の小・

中学校や公民館など公共施設に供給している。

　富士通総研の試算によれば、日本の森林蓄積は60億

立方㍍で、欧州最大のドイツの２倍に近い。戦後復興

の乱伐で一時は荒廃するも、その後は植林が継続して

行われてきた。だが年間１億8000万立方 ㍍ 成長する

樹木のうち木材に加工される量はごく僅か。同2000万

立方㍍発生する間伐材にいたっては大半を利用してい

ない。背景には林業従事者の高齢化や減少、輸入材に

コスト面で太刀打ちできないといった構造的な問題が

ある。

　臨海部では大手資本による木質バイオマス発電所が

相次ぎ稼働している。発電能力が数万㌔㍗に達する大

規模施設もあり、多くは燃料をパームヤシ殻など輸入

材に依存する。木質バイオマス発電の『カーボンニュ

ートラルで地域おこしにもなる』という本来的な価値

に照らせば疑問符が付く。ヤシ殻は輸送時に二酸化炭

素を発生するうえ、地元材を使用しないため林業など

地場産業の活性化にも繋がりにくい。

　真庭では燃料の輸送や加工など周辺事業を含めると

50人を超す雇用を生むまでに成長したが、その道のり

は平坦ではなかった。木材集積基地の責任者は「木材

に石を混ぜ込み、重量を水増しする悪質な業者もいた。

注意しても言うことを聞かない業者とは取引を止め

た」と創業当時を振り返る。燃料のサプライチェーン

を伴う木質バイオマス発電は、事業が軌道に乗るまで

“杜をつくる”ように多くの手間と時間を要する。

　再エネ固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）対象期間終

了後の収益モデルをいかに構築し、担い手となる若者

の定着をどう促すか。真庭の取り組みは、そうした難

しい課題を残しつつも、木質バイオマス発電をテコに

再生を目指す地方にとっては手本であり目標になろう。

[筆者紹介]

岡田直樹（おかだ・なおき）略歴　1984年、日刊工

業新聞社入社。記者として、金融・電機・情報通信

などの産業界、総務省・経済産業省などの官庁を担

当。デスク、論説委員、論説委員長などを経て、日

刊工業産業研究所長。埼玉県出身、59歳。
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　　　　　　　日刊工業産業研究所　所長　岡田　直樹　
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決算説明会（法人税・消費税/３月決算法人対象）
【松本会場】４月18日�
　①10:00～12:00/②14:00～16:00(２回開催)
　キッセイ文化ホール ３階 第一会議室

【塩尻会場】４月19日�　14:00～16:00
　塩尻市市民交流センター (えんぱーく)４階会議室
※同時開催「消費税の軽減税率制度等に関する説明会」

４月の予定
３日広報委員会･同編集会議　４日税制委員会・同グル
ープ会議　５日研修委員会　８日組織委員会　９日新
設法人説明会、青年部新旧正副部長会議　10日女性部
新旧正副部長会議　12日正副会長会、役員会　16日厚
生委員会　17日女性部総会・創立40周年記念式典　18
日決算説明会(松本)　19日決算説明会（塩尻）　24日総
務委員会　25日青年部総会　26日監査会

　４月１日付けの人事異動が行われました。まず支社
長につきまして平成28年４月から３年間お世話になっ
た小田支社長さんに代わり、望月支社長さんが着任さ
れました。また、平成27年４月から４年間ご担当いた
だいた中川営業課長に代わり、片山営業課長が着任さ
れました。よろしくお願いいたします。

【前任】

小田　隆造　支社長　　
（新任地：岡山支社）　　　

　平成28年４月に着任して３年間、
皆様に大変お世話になりました。心

より厚く御礼を申し上げます。
　大同生命入社以来32年間、全国各地を平均３年単位
で転勤を繰り返してきました。
　信州松本で過ごさせていただきました３年間は美し
いアルプスの山々、雄大な絶景に恵まれ、また松本城
をはじめ歴史上名高い史跡も数多くあり今までで最高
に快適なものでした。
　素晴らしい環境のなかで、また何よりも温かい人柄
の皆さまと接することのできましたこの歳月はとても
貴重で、私にとりまして生涯忘れ得ぬ思い出となりま
した。重ねて感謝御礼を申し上げます。
　４月からは岡山県での勤務となります。香川県出身
の私には故郷に近いところに異動となりますが、美し
いアルプスの山々とすばらしい皆さまとの思い出を大

切にして、頑張ってまいりたいと思います。
　最後に、松本法人会さまの今後益々のご発展と、皆
様のご多幸、そしてＪリーグ松本山雅のＪ１での優勝
を心よりご祈念申し上げます。どうも有難うございま
した。

【新任】

　望月　昭宏　支社長　　
（前任地：熊本支社）　

　４月から松本でお世話になります
望月と申します。

　自身初めての信州勤務となりますが、お人柄がよく
風光明媚なすばらしい地と伺い、大変、楽しみにして
まいりました。至らぬことも多々あるかと思いますが、
精一杯、この地の会員の皆様のお役に立てますよう頑
張ってまいります。どうぞよろしくお願い申し上げま
す。
　さて、2019年度は、2017－2018年度に展開いたしま
した「ふやそう２万社ＧＯＧＯキャンペーン」に続き、
「想いをつないで50年『会員企業を守りたい』キャン
ペーン」が始まりますが、こちらは、「経営者大型総合
保障制度創設50周年」のプレキャンペーンとなります。
　また、この４月から、介護状態に備える「介護リリ
ーフα」を会員様向け商品のラインナップに加えまし
たが、こちらは、法人・個人どちらでもご加入いただ
ける便利な商品となっており、より幅広い範囲で、会
員企業の皆様をお守りすることができるようになりま
した。
　私ども大同生命役職員一同は、「会員企業のみなさ
まをお守りする。」この想いをつなぎ、みなさまととも
に歩んでまいります。何卒、引き続きのご贔屓を賜り
たくお願いいたします。

【新任】

　片山　啓　営業課長　　
（前任地：東東京支社）　

　この度の異動で、岡崎（営業課長）
と共に松本法人会を担当させていた

だくことになりました　片山　啓（かたやま　ひろし）
と申します。
　日本の中心に位置し、産業と自然の調和の取れた信
州松本に赴任出来ることを非常に嬉しく思っておりま
す。皆様方から諸々ご指導をいただきながら県内を盛
り上げていきたいと思っておりますので、どうぞ宜し
くお願い申し上げます。

�������	
�����
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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
リ
ン
ク
企
業
募
集
！　

く
わ
し
く
は
事
務
局
ま
で

　

今
年
は
現
天
皇
の

今
上
天
皇
が
退
位
さ

れ
、
皇
太
子
様
が
新
し
い
天
皇
に
な
ら
れ
る
記

念
の
年
で
、
元
号
も
『
平
成
』
か
ら
新
し
い
元

号
に
代
わ
り
ま
す
。『
平
成
』
を
振
り
返
り
ま

す
と
と
て
も
大
き
な
災
害
が
起
き
ま
し
た
。

『
阪
神
淡
路
大
震
災
』『
新
潟
中
越
地
震
』、
中

で
も
沢
山
の
犠
牲
者
が
で
ま
し
た
先
月
の
３

月　

日
で
８
年
が
経
っ
た
『
東
日
本
大
震
災
』

11
ま
た
震
度
７
の
揺
れ
が
２
回
も
あ
っ
た
『
熊
本

地
震
』、
北
海
道
で
発
生
し
た
『
北
海
道
胆
振

地
震
』
や
西
日
本
で
の
台
風
、
集
中
豪
雨
の
被

害
な
ど
多
く
の
災
害
に
み
ま
わ
れ
た
こ
と
は

記
憶
に
残
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん

は
ど
う
で
す
か
？
い
ざ
と
い
う
時
の
備
え
を

さ
れ
て
い
ま
す
か
？
こ
こ
長
野
県
で
も
中
部
・

北
部
の
地
震
が
あ
り
ま
し
た
。『
災
害
は
忘
れ

た
こ
ろ
に
や
っ
て
く
る
』、
忘
れ
る
間
も
な
く

次
々
に
災
害
が
起
こ
る
昨
今
、
警
鐘
が
鳴
ら
さ

れ
て
お
り
ま
す
『
南
海
ト
ラ
フ
地
震
』
も
明
日

起
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
元
号
が
変
わ
る

こ
の
時
に
、
大
切
な
家
族
を
守
る
た
め
に
今
一

度
、
御
家
族
で
い
ざ
と
い
う
時
ど
う
す
れ
ば
よ

い
か
話
し
合
っ
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

（
深
澤
）

（
本
号
編
集
委
員：

上
兼
健
司

　

深
澤
和
紀
）
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�
�
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『仁王尊股くぐり祭』

　毎年４月の第３土曜日、日
曜日に開催されます『仁王尊
股くぐり祭』（上波田）が今
月20日・21日に行われます。
昔はしかが流行ったとき、仁
王尊の股の下をくぐったら、
はしかが軽く済んだとの故事
に習い、県宝にも指定されて

いる「木造金剛力士像（仁王尊）」の股の間を子ども
がくぐるという特色あるものです。 子どもの健やか
な成長を願って毎年多くの家族連れで賑わっておりま
す。是非お越しください。（深澤和紀編集委員）

平
成
の

　
　

最
後
の
月
よ

　
　
　
　
　

穏
や
か
に

投
票
に

　

行
か
な
き
ゃ
何
も

　
　
　
　

変
わ
ら
な
い

幼
子
の

　
「
む
か
し
」
は
親
の

　
　
　
「
こ
の
あ
い
だ
」

新
米
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